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第 ３ 章 公害保健事業 
 

公害保健福祉事業・健康被害予防事業（環境保健事業） 

 

公害健康被害補償法の改正に伴い、既存の被認定者に対する公害保健福祉事業と全市民を対象

にした健康被害予防事業（環境保健事業）を行っています。 

各々の事業内容は次のとおりです。 

公 害 保 健 福 祉 事 業 健康被害予防事業（環境保健事業） 

指定疾病により損なわれた被認定者の健康

の回復、保持、増進を図る。 

１．リハビリテーションに関する事業 

２．転地療養に関する事業 

３．家庭における療養に必要な用具の支給に

関する事業 

４．家庭における療養の指導に関する事業 

 地方公共団体が現在行っている健康被害の

予防のための一般的な対策を補完し、より効果

あるものとする。 

１．健康相談事業 

  慢性閉塞性肺疾患に関する相談事業や気

管支ぜん息児とその保護者を対象に助言・指

導等 

２．健康診査事業 

  乳幼児に対する発症予防のための健康診

査 

３．機能訓練事業 

  水泳教室、健康回復キャンプ等 

  

転地療養事業等に参加するにあたっては、主治医の診断や推せんをお願いすることがあります

ので、その節はよろしくご協力くださるようお願いします。 
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様 式 12 
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様 式 13 
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様 式 14 
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【別 掲 様 式】 
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（第 6 ページ）                  （裏面） 
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【別 掲 資 料】 

公害健康被害の補償等に関する法律に係る処理基準（抜粋） 

 

平成 13 年 5 月 24 日 環保企第 587 号 関係都道府県知事政令市長あて 

環境省総合環境政策局環境保健部長通知 

第1章 旧第一種地域における旧指定疾病に係る認定更新関係 

第 1 認定更新手続 

１．２ （略） 

３．旧指定疾病に係る続発症の範囲 

(1) 旧指定疾病の認定の更新に係る続発症の範囲 

  旧第一種地域の汚染に係る旧指定疾病の認定の更新に係る続発症としては、慢性肺性

心、肺線維症等に限定されるものであること。 

(2) 旧指定疾病に係る診療報酬の請求及び旧指定疾病に係る障害度の評価等に当たっての

続発症の範囲 

ア 次表に示すように、大気汚染に係る旧四指定疾病の続発症を 2 群に分け、主治医や

公害健康被害認定審査会が実際に遭遇した事例について判断する場合の目安を設ける

こととしたこと。これは、旧指定疾病の続発症を同表に事例として示す疾病に限定す

る趣旨ではなく、あくまで主治医等の判断を尊重しつつ、続発症の範囲、名称を明示

しない場合の欠点をも補うように配慮したものであること。 

○ 大気の汚染に係る旧四指定疾病の続発症の分類 

     

① 旧指定疾病の進展過程において当該旧指定疾病を原疾患として、二次的に起 

こり得る疾病又は状態 

（例）慢性気管支炎、気管支ぜん息、肺気しゅ、慢性肺性心、肺線維症 

   気管支拡張症、肺炎、自然気胸 

② 旧指定疾病の治療又は検査に関連した疾病又は状態 

 

 

    イ アの疾病又は状態以外であっても、以下のような疾病又は状態については続発症と

して取り扱われるものであること。 

(ｱ) 旧指定疾病の進展過程に起こり得る疾病若しくは状態又は旧指定疾病が誘因とな

り得る疾病若しくは状態 

    （例）1) 気管支ぜん息発作が基盤となったと考えられる流産、ヘルニア等 

2) 慢性肺気しゅや慢性気管支炎に関連した消化性潰瘍 

    (ｲ) 旧指定疾病の治療又は検査に関連した疾病又は状態 

      （例）1) 気管支ぜん息等の治療のために長期間ステロイドホルモンを用いたとき

に発生又は悪化した消化性潰瘍等 
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2) 慢性気管支炎等の治療のために長期間抗生物質を連用したときに起こっ

たビタミン欠乏症、血液疾患、肝障害、腎障害等 

3) 診断確定のために行ったアレルゲンテストや気道過敏性テスト等に引き

続き起こった重症気管支ぜん息発作又はショック状態等 

４．病像の変化があった場合の取扱い 

 (1) 病像の変化 

   「病像の変化」とは、第一種地域の指定解除後において、旧第一種地域に係る被認定

者の当該認定に係る旧指定疾病（以下「認定疾病」という。）の進展過程において当該認

定疾病を原疾患として二次的に他の旧指定疾病が起こることをいう。 

(2) 病像の変化があった場合の認定の更新 

     第一種地域の指定解除後における認定の更新の審査において、認定疾病の病像の変化

により、認定疾病が他の旧指定疾病（この「４ 病像の変化があった場合の取扱い」に

おいては、認定の更新に係る続発症の範囲として認められている慢性肺性心、肺線維症

等を含み、ぜん息性気管支炎を除くものとする。）に変っていること又は他の旧指定疾病

を併発していることが認められ、かつ、認定疾病と病像の変化によって起こった旧指定

疾病の医学的関連性が認められる場合は、認定の更新は認定疾病名で行うことができる

ものとすること。 

   この場合、被認定者の病状を的確に把握しておくことが重要であることから、病像の

変化によって起こった旧指定疾病名を公害医療手帳の認定疾病の名称の欄に併記するも

のとすること。 

  （例）ぜん息性気管支炎（病像の変化により、気管支ぜん息に変更） 

     慢性気管支炎（病像の変化により、肺気しゅを併発） 

(3) 病像の変化があった場合の申請書の記載事項 

認定の更新の審査の適正な実施に資するため、規則第 8 条第 1 項第 5 号に規定する認

定疾病について受けている療養の概要には、病像の変化によって起こった旧指定疾病に

ついて受けている療養の概要を記入できるものとすること。また、同条第 2 項に規定す

る認定疾病についての医師の診断書には、病像の変化によって起こった旧指定疾病につ

いての医師の診断及び認定疾病との医学的関連性について記入できるものとすること。 

５．（略） 
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公害健康被害の補償等に関する制度について 

― 医療機関の皆様へ ― 
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〒545-8515 大阪市阿倍野区旭町１－２－７－１０００ 

あべのメディックス１０階 

大阪市保健所管理課 審査・給付グループ 

Tel（０６）６６４７－０７８２・０７９４ 


